　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
令和　　年　　月　　日
避難確保計画作成（変更）報告書

川崎市長　様

水防法第１５条の３第２項に基づき、別添のとおり避難確保計画を作成（変更）しましたので、報告します。

	施　　　設　　　名
	

	施設の範囲※１（○で囲む）
	①社会福祉施設（高齢者施設、障害児・者施設、児童施設等）、
②学校、③医療施設等、④その他　

	所　　　在　　　地
	川崎市　　　区

	所有者・管理者
（どちらかに○）
	氏　名
	（フリガナ）

	
	
	

	
担当者の氏名及び連絡先

	（フリガナ）
	電話番号

ＦＡＸ番号※２


	
	
	

	備　　　　考
	
	受付



※１　施設の範囲
	①社会福祉施設
	高齢者施設
	老人福祉センター、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、軽費老人ホーム、軽費老人ホームケアハウス、老人いこいの家　等

	
	障害児・者
施設
	障害者支援施設、障害福祉サービス事業施設、福祉ホーム、聴覚障害者情報文化センター、視覚障害者情報文化センター、地域療育センター、障害児入所施設、身体障害者福祉センター、地域作業所、地域活動支援センター、地域生活支援センター、精神障害者生活訓練施設、小規模通所授産施設、福祉パル、救護施設　等

	
	児童施設
	認可保育所、認定こども園、地域型保育事業、認可外保育施設（川崎認定保育園、地域保育園、企業主導型保育事業）、病児・病後児保育施設、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、母子・父子福祉センター、母子生活支援施設、一時保護所、児童館　等

	②学　　校
	[bookmark: _GoBack]幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等　等

	③医療施設等
	病院、診療所、助産所（すべて有床に限る）


※２　「高齢者等避難」及び「避難指示」等の避難に関する情報を伝達しますので、施設を開設している時は、従業員が常にＦＡＸを確認できるようにしてください。
